
      正 誤 表 

 

本書中、次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。 

 

■23ページ（Ｑ１１ 刑事手続上の権利）上から８行目（肢２の解説）中 

(誤) 「所持品の侵入，捜索及び押収について」を 

(正）「所持品について，侵入、捜索及び押収を行う際に」に改めます。  

また１２行目中、(誤)「に限らす」を  (正）「に限らず」に改めます。 

 

■50ページ（Ｑ２５ 議員の兼職, 兼業の禁止）上から３行目～５行目（選択肢１）中 

（誤）「国会議員を兼ねることができないが、他の普通地方公共団体の議会の議員を 

兼ねることが」を 

(正） 「他の地方公共団体の議会の議員と兼ねることはできないが、当該地方公共 

団体が組織する一部事務組合又は広域連合の議会の議員と兼ねることは」に改めます。 

 

■75ページ（Ｑ３７ 議長と長との関係（不信任議決，専決処分））本文下から１４行 

目～１３行目（肢３の解説）中 

(誤) 「再議に付さなければならない（自治法177①）」 を 

(正）「再議に付すことができる（自治法177①，④）」 に改めます。 

 

■102ページ（Ｑ５１ 地方公務員の種類）設問上から１０行目中（選択肢３） 

(誤) 「調査員，嘱託員及び」を  (正）「調査員及び」に、また上から１２行目中 

(誤) 「職は設置できない」を  (正）「職は一切設置できない」に改めます。 

 

■103ページ上から１０行目～１１行目中（肢３の解説） 

(誤) 「特定の学識経験を必要とする職に，自らの学識経験に基づき」を 

（正）「特別職非常勤職員は，専門的な知識経験等を有する者が就く職であって」に, 

また上から１３行目～１５行目中 

(誤）「法の趣旨に沿ったものであれば（中略）ことは可能である」を 

(正）「限定的な取扱いとし，適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨に 

沿ったものとなるよう，適切に対応することで，（中略）ことはできる」に改めます。 

  

■154ページ（Ｑ７７ 行政行為の種類―③）設問本文下から６～５行目中（選択肢４） 

(誤)「土地収用にかかわる事業認定」を  (正）「納税猶予」に、また下から２行目中（選択肢５） 

(誤)「特許出願の公告」を  (正）「選挙人名簿への登録」に改めます。 

 

■155ページ本文下から３行目中（肢４の解説） 

(誤)「許可，土地収用にかかわる事業認定は」を  (正）「許可は」に改めます。 
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